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殿

アスベス ト製品の代替化の進捗状況､計画の報告について

労働安全衛生行政の推進につき享しては､平素より御理解､御協力を賜 り厚く御礼申

し上げます｡

さて､アスベス ト含有製品については､労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

(平成18年政令第257号｡平成18年 9月 1日施行)により全面禁止されたところですが､

国民の安全上の観点等から実証試験等が必要なものとして､一部の業種で使用される特

殊な用途のパッキン等については､製造等の禁止が猶予され､改正政令にポジティブリ

ス トとして掲げられています｡

一方､ポジティブリス トに掲げられた製品についても､平成18年 1月18日付け基安発

第0118001号 (以下 ｢0118001号通達｣ という｡)をもって､貴団体に対 して､代替製品メ

ーカーと協力 して実証試験等を行い､代替化が可能とされたものか ら速やかに非アスベ

ス ト製品-の代替化を行 うこと等について要請しているところです｡

こうした中､今般､関係業界団体からその一部の製品について代替化の見通 しがつい

たとの報告を受けたところであ り､その報告を踏まえ､別添のとお りそれ らの製品を所

定の手続きを経て､製造等を禁止することといたします｡

代替化の見通しがついた製品については､0118001号通達の記の 1の ｢報告書において

禁止が猶予されているもの以外のアスベス ト製品｣ と同様法令の整備を待つまでもなく

速やかな代替化が求められます｡

また､今回の見直し後もポジティブリス トに残る製品については､引き続き､0118001

号通達の記の2により代替化に向けての実証試験等が行われているものと存 じますが､

今後の更なるポジティブリス トの見直しに向けて､その状況を把握する必要があること

から､下記により当職宛にアスベス ト製品の代替化の進捗状況､計画の報告をお願いい

たします｡

なお､代替化の進捗状況について特筆すべきことがあれば､随時報告をお願いいたし

ます｡



記

1 報告の内容

ポジティブリス トの製品毎の代替化の進捗状況､見通 しについて､できるだけ具体

･的な時期を示した上で報告すること｡また､実証試験において､なお代替化が困難で

あると判断され､施設 ･設備 ･機器等の設計､施工方法の変更等を検討したものにつ

いても､その変更等の期限をできるだけ具体的に示すこと｡

2 上記の 1について貴団体において取りまとめ､平成19年 8月31日までに当職あて報

告を行 うこと｡なお､報告については厚生労働省において公表することがあること｡
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